
あ
し
や
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

芦屋市立小・中学校の児童・生徒の保護者で、経済

的な理由により就学させることが困難な人は、学

用品・通学用品費等の援助が受けられます。

■�対象　次のいずれかにあてはまる人
　�生活保護受給者等／児童扶養手当受給者／失

業中の人／世帯の年間所得額が基準額以下の

人／家計急変（新型コロナウイルス感染症拡

大の影響を含む）により家計急変後１年間の

総所得額が基準以下になる見込みの世帯

■�申し込み　申請書（小・中学校で配布、市ホームペー
ジでダウンロード可）を郵送または持参で下記へ

■�問い合わせ　教育委員会管理課☎ 38-2085
（〒 659-8501�住所不要）

就学援助費の申請

介護人材を確保するため、市内事業所に勤務する

介護従事者の研修受講費の一部を補助します。

■対象＆補助金額　
　�【個人】過去１年以内に初任者研修・実務者研

修を修了した市内事業所在勤者(在勤予定含

む)・研修受講費の２分の１

　�【法人】上記個人の研修受講費の４分の３以上

を助成した市内事業所を運営する法人・従業

者に対して負担した受講費の３分の２

　※�いずれも実務者研修は上限６万円、初任者

研修は上限３万円（予算額に達し次第終了）

■申し込み　必要書類を持参または郵送で下記へ
■問い合わせ　高齢介護課☎38-2024
　（〒659-8501　住所不要）

芦屋市介護人材養成
　 　  支援事業補助金

芦屋市大学等入学支度金
 給付制度（入学後受付）

経済的な理由で大学等への入学が困難な人は、

支度金を受け取ることができます。

■対象　次のすべてにあてはまる人
　▶１年以上継続して本市に住所を有している人

　▶令和４年４月に大学・短期大学等に入学した人

　　※専門学校・大学院は対象外

　▶国の高等教育の修学支援新制度を申請し、

　　第Ⅰ区分で採用されていること

■内容　上限20万円（１人につき１回）
　※�入学金から国の高等教育の修学支援新制度で

減免される額を差し引いた額

■申し込み　必要書類を下記へ
■問い合わせ　教育委員会管理課☎38-2085

市内で男女共同参画に関する活動団体の登録をす

ると、会議室の優先予約等の支援が受けられます。

■登録有効期間　７月１日～令和６年６月30日
■�登録基準　「男女共同参画社会」の実現を目的
として活動し、会員数が５人以上（市内在住・在

勤者・在学者が６割以上）で、男女を問わず広く

門戸を開いていること/１年以上の活動実績が

あり政治・宗教・営利活動を目的としないこと

■�申し込み　４月１日～５月31日（日祝除く）
に必要書類（下記窓口で配布・市ホームぺー

ジでダウンロード可）と規約または会則を下

記窓口へ

■問い合わせ　男女共同参画センター☎38-�2023

男女共同参画団体協議会
　　  新規登録団体募集

二十歳のつどい（成人式）
 企画チームメンバー募集

式典を盛り上げる企画チームメンバーを募集し

ています！

■�対象　平成14年４月２日～平成15年４月１日
生まれの新成人

■�申し込み　４月28日（木）までに下記へ
■問い合わせ　生涯学習課☎ 38-�2091

都 市 計 画 審 議 会
　 　 市 民 委 員 の 募 集
芦屋のまちについて一緒に考えませんか。

■募集人数　１人以内
■���任期　６月１日～令和６年５月31日（１回約２
時間・年間４～５回程度/平日昼間）

■�応募資格　市内在住・応募時の年齢が満18歳
以上※３つ以上の附属機関等の委員に選任さ

れている人は応募できません

■報酬　既定の委員報酬
■�申し込み　４月１日～ 22日〈必着〉に住所・氏
名・生年月日・電話番号を記入し、「芦屋市の都

高齢者のつどい参加団体募集
７月２日（土）にルナ・ホールで「高齢者のつどい

（演芸フェスティバル）」を開催します。日頃の活

動の成果を発表してみませんか？（10分程度）

■��対象　市内で活動する10人以上の高齢者の団体
（活動内容問わず）で、他の団体にない特色をア

ピールできるもの・３団体程度（選考の上決定）

■��申し込み　４月22日（金）までに応募用紙（下
記窓口で配布）を下記へ提出

■問い合わせ　高齢介護課☎38-2044

男女共同参画センター
　　市民企画講座募集

男女共同参画・女性活躍を推進するための講座

を企画・開催してみませんか。

■会場　男女共同参画センター
■対象　３人以上のグループ（市内在住・在勤・
　在学１人以上）

■�内容　採用された企画は８月～翌年２月に実施
■補助金　上限50,000円
■�選考　５月26日（木）午後１時30分～（予
定）プレゼンテーションによる選考

■�申し込み　４月１日～５月14日（平日・執務時
間内）に申請書類（下記窓口で配布・市ホーム

ぺージでダウンロード可）を下記へ持参

■問い合わせ　男女共同参画センター☎38-2023

市計画について」をテーマにした作文（様式自

由・800字程度）を添付し、下記窓口へ持参（平

日・執務時間内）または郵送・ファクス・Ｅメー

ル（市ホームページからも応募可）で提出※応

募原稿は返却しません

■選考方法　選考委員会で決定し通知
■�問い合わせ　都市計画課☎38-2073/穐38-2164
悪info@city.ashiya.lg.jp（〒659-8501�住所不要）

新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止・延期する場合は、速やかに市ホームページ等でお知らせします。

地域問題の解決に向けて

市民提案型事業補助金
地域課題の解決に向けて取り組む提案型事業
の経費の一部の補助が受けられます。

■対象　主に市内で活動する市民活動団体等
　で、次のすべてを満たすもの
▶�特定の政党・宗教・宗派・教団等の活動を行
わない
▶�計画的に活動し、将来も活動継続できること
▶芦屋市暴力団排除条例に抵触しない

■対象事業＆上限額
▶自由提案型（10万円）
▶�地域サポーター養成型（20万円）
▶地方創生型（30万円）
※�１事業に補助対象経費の３分の２まで
■�申し込み　４月１日～５月２日に提
出書類（下記窓口で配布・市ホームぺー
ジでダウンロード可）を持
参または郵送で下記へ

�問い合わせ　市民参画・協働推進室
☎38-2007（〒659-8501�住所不要）


